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委
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会
中
間
報
告

開
発
の
取
組
は

①
開
発
の
取
組
と
し
て
仕
組

み
を
変
え
る
考
え
は
。

②
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
開

発
の
予
算
の
と
り
方
は
。

　
　
　

産
業
建
設
部
長

①
都
市
計
画
法
第
29
条
に
よ

り
、
開
発
許
可
申
請
は
都
市

計
画
区
域
及
び
区
域
外
の
す

べ
て
の
地
域
で
必
要
で
あ
る
。

　

市
街
化
区
域
に
お
い
て

は
、
１
千
平
方
㍍
以
上
の
開

発
、
市
街
化
調
整
区
域
は
、

建
物
の
用
途
に
よ
っ
て
異
な

り
、
申
請
が
必
要
で
あ
る
。

　

都
市
計
画
区
域
以
外
は
、

１
万
平
方
㍍
以
上
の
開
発
は

申
請
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
松
山
市
周
辺
の
自

治
体
で
構
成
す
る
松
山
広
域

都
市
計
画
区
域
内
の
自
治
体

に
お
け
る
開
発
許
可
権
限

は
、
中
核
市
と
し
て
松
山
市

が
権
限
を
取
得
し
て
お
り
、

他
の
市
町
は
愛
媛
県
が
許
可

権
限
を
持
っ
て
い
る
。

　

開
発
許
可
の
事
務
は
、
本

市
で
受
け
付
け
、
愛
媛
県
が

審
査
を
行
っ
て
、
開
発
の
最

終
判
断
し
、
許
可
し
て
い
る
。

　

松
山
市
以
外
の
松
山
広
域

都
市
計
画
区
域
内
の
市
は
、

同
様
の
事
務
の
流
れ
と
な
っ

て
い
る
。

　

た
だ
、
運
営
面
に
お
い
て

他
の
自
治
体
で
ど
の
よ
う
な

取
り
扱
い
を
し
て
い
る
の
か
、

今
後
情
報
も
十
分
収
集
し
、

本
市
が
学
べ
る
事
例
が
あ
れ

ば
研
究
し
て
い
き
た
い
。

②
今
後
十
分
な
配
慮
を
図
り

な
が
ら
対
応
し
て
い
き
た
い
。

伊
予
市
庁
舎
等
建
設
特
別

委
員
会

　

今
期
定
例
会
に
お
い
て
、

特
別
委
員
会
と
し
て
、
中
間

報
告
を
行
っ
た
。

　

当
委
員
会
で
は
、
中
山
地

域
事
務
所
・
自
治
支
援
セ
ン

タ
ー
の
建
設
に
関
し
て
３
回

の
委
員
会
を
開
催
し
、
関
係

者
の
出
席
を
求
め
、
慎
重
審

査
を
行
っ
た
。

　

中
山
地
域
事
務
所
・
自
治

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
既
に
基

本
設
計
が
作
成
さ
れ
、
実
施

設
計
の
段
階
へ
入
っ
て
お
り
、

全
体
的
に
大
き
く
見
直
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
基
本

的
な
考
え
方
の
も
と
、
以
下

の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討

を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

①
基
本
設
計
の
段
階
で
建
設

予
定
地
の
地
質
調
査
を
実
施

し
て
お
り
、
安
定
し
た
地
盤

で
あ
る
と
い
う
結
果
を
基
本

に
設
計
さ
れ
て
い
る
が
、
地

震
等
緊
急
時
の
地
域
住
民
の

避
難
施
設
と
し
て
安
全
性
の

確
保
、
機
能
の
充
実
を
図
る

よ
う
要
望
す
る
。

②
雨
水
の
有
効
利
用
の
貯
水

槽
１
６
０
㍑
を
計
画
し
て
、

樹
木
等
の
灌
水
に
利
用
と
し

て
い
る
が
、
緊
急
時
に
お
け

る
避
難
住
民
の
ト
イ
レ
洗
浄

用
の
水
の
確
保
を
考
慮
す
る

よ
う
要
望
す
る
。
ま
た
、
防

火
用
水
等
を
設
置
し
、
雨
水

の
多
目
的
利
用
を
考
慮
す
る

よ
う
要
望
す
る
。

③
建
設
予
定
地
周
辺
の
状
況

か
ら
判
断
す
る
と
、
比
較
的

浅
い
位
置
に
地
下
水
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
水

を
井
戸
水
と
し
て
有
効
利
用

を
図
る
よ
う
に
実
施
設
計
に

当
た
っ
て
ほ
し
い
。

◆
伊
予
市
庁
舎
等
建
設

特
別
委
員
会
だ
よ
り
◆

　

当
委
員
会
は
、
議
長
を
除

く
20
人
の
委
員
で
構
成
し
、

現
在
、
本
市
で
計
画
中
の
主

要
施
設
の
事
業
に
つ
い
て
調

査
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
の
事
業
も
建
設
時
期
が

迫
っ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
時

間
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
20
人
の
委
員
が
各

10
人
ず
つ
の
Ａ
班
（
総
合

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
給
食

セ
ン
タ
ー
・
下
水
道
整
備
事

業
）
・
Ｂ
班
（
本
庁
舎
・
図

書
館
・
文
化
ホ
ー
ル
）
に
分

か
れ
、
週
１
回
程
度
の
分

科
会
で
議
論
を
重
ね
て
い
ま

す
。

　

今
後
、
３
月
定
例
会
で
は

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に

つ
い
て
の
調
査
結
果
を
報
告

す
る
予
定
で
す
。

　

今
後
も
市
民
の
皆
様
に
、

当
委
員
会
で
の
検
討
の
様
子

を
お
知
ら
せ
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
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